
・
生
命
保
険
料
控
除

　

生
命
保
険
料
の
控
除
証
明
書

・
地
震
保
険
料
控
除

　

地
震
保
険
料
の
控
除
証
明
書

・
医
療
費
控
除

　

平
成
29
年
中
に
支
払
っ
た
医
療

　

費
や
購
入
医
薬
品
の
領
収
書

　

等
・
健
康
保
険（
高
額
療
養
費
等
）

　

や
生
命
保
険
等
に
よ
る
補
て
ん

　

額
が
分
か
る
も
の

・
医
療
費
控
除(

特
例)

セ
ル
フ

　

メ
デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
税
制 

　

平
成
29
年
中
に
購
入
し
た
ス

　

イ
ッ
チ
Ｏ
Ｔ
Ｃ
医
薬
品
の
領
収

　

書
等

※

レ
シ
ー
ト
等
に
、
記
載
す
べ
き

　

５
項
目
の
表
示
が
あ
る
こ
と
。

・
障
害
者
控
除

　

障
害
者
手
帳
・
療
育
手
帳
な
ど

・
寄
附
金
税
額
控
除

　

自
治
体
等
、
寄
附
先
が
発
行
し

　

た
控
除
証
明
書
、
領
収
書

そ
の
他
の
控
除

　

税
務
課
市
民
税
係
ま
で
お
問
い

　

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

◎
所
得
税
の
確
定
申
告
が

　
　
　
　
　
　
　
　

必
要
な
方

〈
給
与
所
得
者
の
場
合
〉

・
給
与
や
退
職
所
得
以
外
の
所
得

　

が
20
万
円
を
超
え
る
方

①
医
療
費
控
除
の
特
例

（
セ
ル
フ
メ
デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン

　
　
　
　
　
　
　

税
制
）
の
新
設

　

健
康
の
維
持
・
増
進
や
疾
病
の

予
防
の
た
め
の
「
一
定
の
取
組
（
健

康
診
査
等
）」
を
行
う
個
人
が
、
薬

局
等
で
「
ス
イ
ッ
チ
Ｏ
Ｔ
Ｃ
医
薬

品
」
を
購
入
し
た
場
合
、「
医
療
費

控
除
の
特
例
」
と
し
て
所
得
控
除

が
受
け
ら
れ
ま
す
。
従
来
の
「
医

療
費
控
除
」
と
の
選
択
制
と
な
り

ま
す
の
で
、詳
し
く
は
前
月
号（
広

報
し
も
だ
１
月
号
）
や
、
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
等
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

②
給
与
所
得
控
除
の
見
直
し

　

給
与
所
得
控
除
が
適
用
さ
れ
る

給
与
収
入
の
上
限
が
１
，
０
０
０

万
円
（
見
直
し
前
１
，
２
０
０
万

円
）
に
引
き
下
げ
ら
れ
る
こ
と
と

な
り
ま
し
た
。
給
与
収
入
額
が
１
，

０
０
０
万
円
以
上
の
場
合
に
は
、

給
与
所
得
控
除
額
は
一
律
２
２
０

万
円
と
な
り
ま
す
。

問
合
せ
先

・
市
県
民
税
の
申
告
に
つ
い
て

税
務
課
市
民
税
係

　
　
　

（
窓
口
⑨
）☎
㉒
２
２
１
８

・
所
得
税
の
確
定
申
告
に
つ
い
て

下
田
税
務
署

☎
㉒
０
１
８
５（
自
動
音
声
「
０
」）

・
２
か
所
以
上
か
ら
一
定
額
を
超

　

え
た
給
与
を
も
ら
っ
て
い
る
方

・
給
与
の
年
収
が
２
，
０
０
０
万

　

円
を
超
え
る
方
な
ど

〈
自
営
業
者
な
ど
の
場
合
〉

・
平
成
29
年
分
の
所
得
合
計
額
か

　

ら
基
礎
控
除
な
ど
の
所
得
控
除

　

の
合
計
額
を
差
し
引
い
て
算
出

　

し
た
税
額
が
、
配
当
控
除
の
額

　

よ
り
多
い
方

◎
確
定
申
告
を
す
る
こ
と
で

　
　

所
得
税
が
還
付
さ
れ
る
方

　

確
定
申
告
を
す
る
義
務
の
な
い

方
で
も
、
次
の
よ
う
な
場
合
は
源

泉
徴
収
さ
れ
た
所
得
税
が
還
付
さ

れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

・
ロ
ー
ン
に
よ
り
住
宅
を
取
得
し

　

た
方

・
一
定
の
額
以
上
の
医
療
費
を
支

　

払
っ
た
方

・
年
末
調
整
で
、
扶
養
控
除
や
社

　

会
保
険
料
控
除
を
受
け
て
い
な

　

い
方
な
ど

◎
平
成
29
年
分
確
定
申
告

　
　
　
　
　
　
　
　

受
付
期
間

２
月
16
日（
金
）～
３
月
15
日（
木
）

※

土
日
を
除
く

開
設
時
間　

９
時
～
17
時

（
受
付
終
了
時
間
16
時
）

場
所　

市
民
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー

※

期
間
中
は
、
下
田
税
務
署
庁
舎

　

で
の
受
付
は
行
っ
て
お
り
ま
せ

　

ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

受付地区

須　原

横　川

北湯ヶ野

大賀茂

田　牛

吉佐美

須　崎

箕作・相玉・椎
原・宇土金・落
合・荒増・堀之
内・加増野

受付時間

 9:30~11:30

 9:30~11:30 

 9:30~11:00

 9:30~11:30

13:30~15:00

 9:30~14:00

 9:30~11:30

13:00~15:00

 9:30~14:00 

 9:30~14:30

会　場

柿 崎 公 民 館

外浦区集会所

市役所大会議室

中 公 民 館

稲生沢公民館

上大沢区集会所

市役所大会議室

全地区

東中･西中･中･高馬

立野･蓮台寺･河内･本郷

大沢

四･五･六丁目･旧岡方村

一･二･三丁目

東本郷･武ガ浜

西本郷･敷根

全地区

受付地区

3 月   1 日 ( 木 )

3 月   2 日 ( 金 )

3 月   5 日 ( 月 )

3 月   6 日 ( 火 )

3 月   7 日 ( 水 )

3 月   8 日 ( 木 )

3 月   9 日 ( 金 )

3 月 12 日 ( 月 )

3 月 13 日 ( 火 )

3 月 14 日 ( 水 )

3 月 15 日 ( 木 )

月日 ( 曜日 ) 受付時間

9:30~11:30

13:30~15:00

9:00~16:00

9:30~14:30

9:30~14:30

9:30~11:00

9:00~16:00

平成 30 年分 市県民税申告受付日程
日時：2 月 16 日 ( 金 ) ～ 3 月 15 日 ( 木 )※土日を除く　場所：下田市役所　2 階　大会議室
★下記の日程で、出張会場を開設します。ただし、対象地区の開場日には「市役所会場での受付」はできません。

所
得
税
の
確
定
申
告
の
ご
案
内

平
成
29
年
分
か
ら
適
用
さ
れ
る

主
な
税
制
改
正

確定申告書は、国税庁のホームページでも作成することができます！

会　場

須原区民会館

横川諏訪神社

北湯ヶ野区集会所

大賀茂区公会堂

田牛区集会場

朝 日 公 民 館

白 浜 公 民 館

旧板戸公民館

須崎漁民会館

稲梓基幹集落
センター

月日 ( 曜日 )

2 月 16 日 ( 金 )

2 月 19 日 ( 月 )

2 月 20 日 ( 火 )

2 月 23 日 ( 金 )

2 月 27 日 ( 火 )

2 月 22 日 ( 木 )

2 月 26 日 ( 月 ) 白　浜

2 月 28 日 ( 水 ) 柿崎

2 月 21 日 ( 水 )
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平
成
30
年
度
（
平
成
29
年
中
の

所
得
に
対
す
る
）
市
県
民
税
の
申

告
受
付
が
始
ま
り
ま
す
。

　

市
県
民
税
の
申
告
は
、
平
成
30

年
度
市
県
民
税
算
出
の
基
礎
資
料

と
な
る
ほ
か
、
国
民
健
康
保
険
税

や
介
護
保
険
料
な
ど
を
算
定
す
る

上
で
の
重
要
な
資
料
と
な
り
ま
す
。

申
告
が
必
要
な
方
は
、
期
限
内
に

申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

　

平
成
30
年
１
月
１
日
現
在
、
市

内
に
住
所
が
あ
る
方
は
、
原
則
と

し
て
市
県
民
税
の
申
告
が
必
要
と

な
り
ま
す
。

　

給
与
所
得
者
で
年
末
調
整
済
み

の
方
な
ど
は
、
申
告
が
不
要
と
な

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
収

入
が
無
か
っ
た
方
も
申
告
が
必
要

と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、

下
記
の
フ
ロ
ー
チ
ャ
ー
ト
を
参
考

に
、
申
告
の
要
否
を
ご
確
認
く
だ

さ
い
。

市
県
民
税
の
申
告
の
ご
案
内

申
告
に
必
要
な
物

・
印
鑑

・
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
確
認
で
き
る

　

書
類
（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
、

　

通
知
カ
ー
ド
な
ど
）

・
身
元
確
認
書
類
（
免
許
証
、
保

　

険
証
な
ど
）

・
扶
養
親
族
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が

　

分
か
る
も
の

収
入
関
係

・
給
与
や
年
金
の
平
成
29
年
分
源

　

泉
徴
収
票

・
収
入
経
費
の
分
か
る
帳
簿
や
書

　

類
（
個
人
事
業
主
や
不
動
産
所

　

得
、
株
式
配
当
金
な
ど
の
そ
の

　

他
収
入
・
所
得
が
あ
る
方
）

控
除
関
係

・
配
偶
者
特
別
控
除

　

源
泉
徴
収
票
な
ど
配
偶
者
の
平
成

　

29
年
中
の
所
得
が
分
か
る
書
類

・
社
会
保
険
料
控
除

　

国
民
年
金
、
国
民
健
康
保
険
・

　

介
護
保
険
・
後
期
高
齢
者
医
療

　

保
険
料
等
の
払
込
証
明
書
な
ど

※

「
納
付
額
の
お
知
ら
せ
」
を

　

１
月
下
旬
に
市
役
所
か
ら
発
送

　

し
て
い
ま
す
。

【★ご注意ください★】
・ 所得や控除の大きさ、扶養親族の数、障害者や寡婦（寡夫）に該当するなど
　の事情により、必ずしも本フローどおりにはなりません。

・ 2 か所以上から給与や年金を得ている方は申告が必要となる場合があります。
・ 昨年中に退職し再就職した方は、前職分を含めた年末調整をしていない場合
　には申告が必要です。
・ 給与所得者または公的年金受給者で「追加する控除」がある場合には申告が
　必要です。

・ 分離申告となる所得がある方などは、所得税の確定申告が必要となる場合が
　あります。
・ 所得証明書等が必要となる場合には、扶養されている方であっても申告が必
　要です。

　生命保険の満期金（一時所得）等、
←その他所得がある方は、申告が必
　要となる場合があります。

市県民税の
申告が必要です

所得税の還付、納税となる
場合には確定申告が
必要です。

はい

平成30年度分「市県民税の申告要否」判定用の参考フローチャート

はい

はい

はい

はい

はい

はい

はい

はい

はい

はい

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえいいえ

いいえ

いいえ

所得税の
確定申告が
必要です

市県民税の
申告が

必要です

市県民税の
申告が必要です

市
県
民
税
の
申
告
は
正
し
く
お
早
め
に
！

申
告
期
間
は
２
月
16
日
か
ら
３
月
15
日
ま
で

勤務先から市役所に給与
支払報告書が提出されて
いますか？

公的年金の支払い報告書
が市役所に提出されてい
ますか？

確定申告をしますか？

同居親族 ( 下田市内 ) に扶
養されており、その親族
があなたを扶養とする申
告等をしていますか？

昨年中に収入 (1 円以上 )
はありましたか？

下田市の国民健康保険
加入者ですか？

収入は遺族・障害年金、
失業給付等の非課税とな
る収入のみでしたか？

給与所得がありますか？

公的年金を受給していま
すか？

営業・農業・漁業・不動
産賃貸等の収入はありま
すか？

給与以外の所得の合計額
が 20 万円を超えていま
すか？

※詳細は税務課市民税係までお問い合わせください。

市県民税の
申告は不要です

市県民税の
申告は不要です

市県民税の
申告は不要です
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